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芦屋市の概況 （平成31年4月1日現在）

◆ 人 口 95,488人(男性：43,266人 女性：52,222人)
◆ 世帯数 44,431世帯
◆ 高齢者数 27,536人(高齢化率：28.84％)（平成31年3月31日時点）

◆ 要介護認定者数 5,126人
(要介護認定率：18.62%)

◆ 面積 18.57k㎡ 60町区
◆ 生活圏域 3圏域(山手・精道・潮見)
◆ 地域包括支援センター 4か所
◆ 病院 3か所 ◆ 特養 4か所
◆ 小学校 8校 ◆ 中学校 3校
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包括的支援体制の基盤整備の経過①
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・平成12年度～ 地域ケア体制において「虐待事例」の支援課題 を認識

・平成17年度 関係者に「高齢者虐待に関するアンケート調査」を実施

・平成18年度 「高齢者虐待防止法（略称）」施行

高齢者と未就労の子の世帯① 支援を必要とする高齢者の早期発見の課題

② 高齢者虐待の潜在化と顕在化した虐待への対応

③ 多問題複合支援ニーズを抱えた世帯への支援体制強化

地域において「支援が必要な高齢者」を
取り巻く課題が明確化



包括的支援体制の基盤整備の経過②

・平成22年度 保健福祉センター内に「総合相談窓口」，「権利擁護支援センター」を設置

・平成23年度 福祉部地域福祉課にトータルサポート担当(現地域福祉係)設置

・平成26年度 「生活困窮者自立支援制度にかかる窓口対応・相談支援ガイドライン」を作成

・平成27年度 生活困窮者自立支援制度の開始

介護保険の「新総合事業」の所管課として地域支援係を設置

・平成30年度 福祉部地域福祉課に地域共生推進担当課長を配置
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• 養護者支援を進める中で多重債務を抱えた家族員による経済的虐待

• 障がいや疾病の判断がつきにくい家族員による介護放棄

＜ 養護者支援を進める中で見えてきた課題 ＞

最初の相談機関が引き継ぐ先がないまま支援を継続

→ 具体的な対応手続が分からない等の問題により法の専門的な支援の必要性

制度の狭間にある事案(どの機関も調整や支援をしない等の問題)

→ 行政に制度横断的な支援体制の確立が求められる

特に法的対応



• 総合相談窓口
• 社会福祉協議会
• 地域包括支援センター
• 障がい者基幹相談支援センター
• 権利擁護支援センター
• 保健センター
• 子育て支援センター
• 特別支援教育センター 他

芦屋市保健福祉センター
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～障がいのある人もない人も，高齢者も子どもも，みんな笑顔で集える場～

保健・福祉に関する
機関を集約



権利擁護支援センター
1. 権利擁護の専門支援
（1）権利擁護専門相談
（2）権利擁護専門支援（虐待対応）

2. 後見センター機能
（1）法人後見業務
（2）成年後見制度申立て支援
（3）福祉サービス利用援助事業

3. 権利擁護支援ネットワークの構築

（1）権利擁護支援者養成研修の実施（Ｈ22～Ｈ30：245人受講 ）
（2）人材バンク（78人）（Ｈ31.3.31時点）
（3）介護相談員派遣事業（43人）（Ｈ31.3.31時点）
（4）研修・講師派遣
（5） その他事業（パンフレット，マニュアル作成等）

専門委員会・運営委員会の開催
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権利擁護支援者養成講座（啓発劇）



トータルサポート機能について①
平成２３年４月設置（当初 保健師５名）

令和元年度：保健師７名配置（専任２・兼務５）

保健師４名は地区を担当し，他機関からの相談や要請に応じて，

面談や訪問等に同行

部署横断的対応・制度の狭間支援を行う

保健師の専門性を活かし，個別支援，組織支援を行う

⇒住民を「生活者」としてとらえ，「予防」「自立支援」「地域づくり」

の視点を持ち，個別支援，組織支援，地域支援を実施

住民は「サービス利用者」のみでなく，地域で役割を持って生きる

という認識（担い手という視点）で支援を実施
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トータルサポートを担う保健師の配置状況
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トータルサポート機能について②

組織支援として・・・庁内連携のためのシートの作成・周知
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① Ｍａｙｂｅ-Ｓｈｅｅｔ （虐待疑い相談シート）

② Ｆeedback-Ｓｈｅｅｔ

③ Ｊoint-Sheet （自立相談支援機関紹介シート）

庁内向け研修会等により全庁に発信

③「Ｊｏｉｎｔ-Sheet」は，「生活困窮者自立支援制度」の活用
を推進するためのツールで，8部17課の職員によるプロジェク
ト・チームで意見を出し合い作成した「生活困窮者自立支援制
度にかかる窓口対応・相談支援ガイドライン」に掲載し，各窓
口で周知・活用



庁内連携ツール
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トータルサポート活動実績 (平成29～30年度)

・「制度外」とは所掌する行政機関が無い場合をいう

・（ ）内の数字は上段の人数のうち継続支援者数

11

相談者種別

（人）
高齢者

障がいの

ある人

障がいの

ある児童
こども ※制度外 合計

30年度 109
(35)

19
(5)

0
(0)

0
(0)

76
(23)

204
(63)

29年度 140
(48)

18
(10)

0
(0)

0
(0)

88
(32)

246
(90)



事例紹介①

保険課⇒高齢介護課

高齢者と息子の世帯

高齢者・・・入浴していなさそう

息 子・・・高齢者に怒鳴っている

◎ 高齢者虐待における支援展開

・判断能力が乏しい高齢者⇒後見人による財産管理・

福祉サービスの契約・利用

・養護者⇒介護・金銭管理の負担軽減⇒生活の質向上
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保険課
職員

なんだか様子
がおかしい！

高齢介護課に
つないでみよう



事例紹介②

市民課⇒地域福祉課

夫婦と子どもの世帯

本 人・・・配偶者の精神状況について相談

配偶者・・・うつ病（疑い）・ひきこもり傾向

◎ 配偶者がセルフネグレクトとなる危機を予防

・配偶者・・・医療機関・相談窓口紹介・生活支援により

生活支援の質向上

・本 人・・・自立支援・配偶者の見守り
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市民課
職員

このままでは心配・・・
保健師に相談してみよう



芦屋市保健福祉センター

芦屋市社会福祉協議会

窓口対応のみ

他制度・他機関へ
のつなぎ

自立相談支援事業

☆本人と作成したプランをもとに支援を実施

☆任意事業の内，「就労準備支援事業」
「子どもの学習・生活支援事業」を実施

☆専門機関と連携しながら支援を行っている

従来から相談の
ワンストップ機能を担う
⇒平成２７年度～
機能の拡充と強化

専門機関の連携による包括的支援体制の整備
～総合相談窓口の機能充実と強化～
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総合相談を中心とした連携体制
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生活困窮者支援の実績

自立相談支援事業相談者数(人)

相談内訳(新規相談者)

相談経路(新規相談者)

年度 社会的孤立
離職
（無職）

家計 家族関係 疾病 合計

平成30年度 12 16 65 7 8 108
平成29年度 13 21 27 1 0 62

年度 新規

平成30年度 108
平成29年度 52

年度
市役所か
らの紹介

関係機関か
らの紹介

地域・家族
からの紹介

自分から 不明

平成30年度 45（42%) 21(19%) 9(8%) 11(11%) 22(20%)
平成29年度 28(45%) 12(19%) 10(16%) 12(20%) 0
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地域における包括的支援体制の整備
～地域発信型ネットワーク，地域力強化推進事業における取組～



ある地域の取組～様々な団体が企画案を検討～
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コミスク

（委員長）

自治会

老人会

福祉委員会

社協

高齢者生活支
援センター

当日寒いから、
カイロを用意す

るよ

劇団「それいゆ」
再結成！
寸劇やるわ

学校や子育て世代
へ声掛けするわ

チラシ
作ります

認知症の話
をします

認知症サポーター養成講座

当日の受付まか
せといて！

チラシ全戸
配布するわ

当日：総勢１６４人参加

認知症サポーター養成講座
実行委員会で役割分担
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No. 目指すべき未来 〔施策の方向性〕

Ⅰ 地域社会が子どもたちを育む 〔子育てしやすいまちづくり〕

Ⅱ 人々の笑顔が溢れる 〔全世代が住みよいまちづくり〕

Ⅲ まちの魅力を高める 〔流入を促進するまちづくり〕

Ⅳ 職員が生き生きと働く 〔働いてみたい市役所づくり〕

芦屋市行政改革における『目指すべき未来』

「創発型」行政改革の始動 （平成２９年度～）

少子・高齢化と人口減少に立ち向かうために
● 子育てしやすいまちづくりにより子育て世代の流入促進
● 魅力あるまちづくりにより人口流入促進

芦屋市行政改革における『基本的な考え方』

情報の集約・共有化と効果的な利活用の促進
戦略的な連携の推進
施策を推進する組織づくりと人材育成
資源の有効活用



全世代交流プロジェクト・チームの取組

■多様な主体（２２団体）へインタビューを実施

阪急阪神ホールディングス（株）

（株）トライグループ （株）フィッシングマックス ミズノ（株）

ＰＴメンバーによるインタビュー結果の
中間報告会も実施しました

兵庫県住宅供給公社 芦屋大学

芦屋いずみ会

甲南大学

etc

フードバンク関西
生活協同組合
コープこうべ

（株）三井住友銀行
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１ 多様な主体との関係性の構築

•今まで関わることがない方々と顔合わせ，交流ができてよかった。
•主体同士が連携できる可能性を感じた。

２ 地域づくりにつながる取組の推進

•各団体が地域へ向けた様々な取組を行い，地域とのつながりを持とうとしていることが
わかったので参考にしたい。

３ 芦屋市が目指すべき未来の共有（芦屋市行政改革）

•異業種の民間企業が集まり，芦屋市を良くしようと知恵を出し合うことがいい刺激に
なった。他団体と連携することで新たな何かが出来る可能性を感じた。

•行政，市民が届かない部分に対して，企業が埋めていくようになれば良いと思う。

４ 芦屋市職員の人材育成

•行政は「受け身」というのが率直なイメージだったが，完全に変わった。
•現在・未来に直面する問題について，改革プロジェクトを結成し，様々な課題解決をしよ
うとしていることが理解できた。

（参加者・職員アンケートによる）

全世代交流プロジェクト・チームの成果
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今後，「民間にとって行
政とのつながりによる
利益は？」の視点で取
組を進めることが必要
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官×民で描く人生100年時代
～誰もが豊かに暮らせるまちづくり～

平成３０年度「こえる場！」の取組
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1,000人を超える

ネットワークを構築しながら，

多様なアイデアや資源を活かした

取組を行いました！
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さいごに・・・

多様な主体が「我が事」として参画し，

人と資源が世代や分野を超えて

「丸ごと」つながることで住民一人ひとりの

暮らしと生きがい，地域をともに創っていく社会

地域共生社会 の実現へ

• 庁内連携の推進
• 専門機関の連携
• 地域における活動の促進
• 企業・団体等多様な主体との連携 等

試行錯誤しながら
取組を進めていきます！

日本福祉大学社会福祉学部 平野隆之教授提供資料
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